
衆
議
院
議
員
福
田
昌
子
君
提
出
医
療
従
事
者
の
労
働
基
準
法
適
用
の
特
例
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 
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質
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第

八

二
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内
閣
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甲
第
一
四
六
号 

昭
和
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四
年
十
二
月
一
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幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 
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茂 

一 

 



労
働
基
準
法
は
、
労
働
者
の
労
働
時
間
を
原
則
と
し
て
一
日
八
時
間
、
一
週
間
四
十
八
時
間
ま
で
と
定
め
て
い
る
が
、
医

療
関
係
事
業
即
ち
同
法
第
八
條
第
十
三
号
の
保
健
衞
生
の
事
業
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
労
働
基
準

法
施
行
規
則
第
二
十
七
條
に
お
い
て
、
特
に
一
日
九
時
間
、
一
週
間
五
十
四
時
間
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
、
又
四
週
間
を
平
均
し
て
一
日
の
労
働
時
間
が
九
時
間
、
一
週
間
の
労
働
時
間
が
五
十
四
時
間
を
超
え
な
い
定
め
を
す
れ

ば
、
特
定
の
日
又
は
特
定
の
週
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
日
九
時
間
又
は
一
週
間
五
十
四
時
間
を
超
え
て
も
そ
の
定
め
に
従
つ
て
労

働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
実
情
に
即
す
る
勤
務
時
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き 

る
。 又

右
の
措
置
に
よ
つ
て
も
医
療
に
支
障
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
第
三
十
六
條
に
よ
り
労
働
者
の
代
表
と

時
間
外
労
働
の
協
定
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
が
緊
急
を
要
す
る
も
の
で
あ 

衆
議
院
議
員
福
田
昌
子
君
提
出
医
療
従
事
者
の
労
働
基
準
法
適
用
の
特
例
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

三 

 



 

四 
れ
ば
同
じ
く
第
三
十
三
條
に
よ
つ
て
許
可
又
は
事
後
の
届
出
を
條
件
と
し
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
て
い

る
。 従

つ
て
、
右
の
よ
う
な
方
法
に
よ
つ
て
医
療
関
係
事
業
を
円
滑
に
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
、
特
に
労
働

基
準
法
の
特
例
又
は
除
外
例
を
設
け
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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